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2020年7月9日 

株式会社マネースクエアHD 

マネースクエア HD 

外為オンラインによる特許権侵害に対する 

損害賠償請求訴訟の提起について 

株式会社マネースクエアＨＤ（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤井靖之、以下「当社」といいます。）

は、株式会社外為オンライン（以下「外為オンライン」といいます。）に対し、当社の特許権侵害に対する

損害賠償請求訴訟（訴訟物価額：11 億 9 千万円）を東京地方裁判所に提起いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

 

■ これまでの経緯 

 2017 年 7 月 19 日 提訴 

東京地方裁判所に、外為オンラインの「i サイクル注文」が、当社の保有する【特許第 6154978 号】

を侵害するものであると判断し、サービス提供差し止めを求め訴訟を提起。 

 

 2018 年 10 月 24 日 一審判決（東京地裁） 

東京地方裁判所より、当社の請求を全面的に認め、外為オンラインに対し、「i サイクル注文」のサ

ービス提供の差し止めを命じる判決が下る。（その後、外為オンラインが控訴。なお、2019 年 3 月

には、「i サイクル注文」のサービス提供を終了） 

 

 2019 年 10 月 8 日 二審判決（知財高裁） 

知的財産高等裁判所より、当社の請求を全面的に認める判決が下る。 

 

 2019 年 10 月 25 日 全面勝訴確定 

外為オンラインが上告を断念、全面勝訴の判決が確定。 

 

 2020 年 7 月 9 日 損害賠償請求訴訟提訴 

 

※なお上記のほか、当社は外為オンラインの別サービス（サイクル注文）に対しても、特許権侵害訴訟を

提起しており、こちらの訴訟についても既に当社の勝訴が確定しています。 

 
当該判決は、当社にとって大きな意義があったのみならず、今後の、Fintech を含むあらゆるサービスに
おいて、改めて知的財産権の重要性を高め、我が国の産業発展に新たな活力を吹き込む契機となったもの
と考えます。このような観点に基づき、当社の知的財産権の保護、並びに我が国における知的財産の重要
性の確保のためにも、厳正なる対処をすべきと判断し、損害賠償を請求するものであります。 
 

■ 当社の知的財産戦略について 
当社は、Fintech という言葉さえなかった 2002 年の創業当初から、知的財産を重要な経営資源の一つで 
あると認識しており、保有する知的財産権を最大限に活用し、高度なサービス提供を行っております。当
社の権利を無断で侵害する他社のサービス等については、法的措置を含め、断固たる対応を採ると共に、
協力可能な他社との間にはライセンスを含めた権利の開放を行うオープン＆クローズ戦略を用いて、業界
や市場の健全な成長に寄与してまいります。 

 

本件に関するお問い合わせ先  (株)マネースクエアＨＤ 経営企画部 竹島、大里 

Tel：03-3470-5082（直通） E-mail：press@m2j.co.jp 
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■ 株式会社マネースクエアＨＤ 概要 

当社は傘下に、主に FX・CFD 取引を扱う株式会社マネースクエア、海外子会社である MONEY 

SQUARE INTERNATIONAL,INC.を保有する純粋持株会社です。 

 

2002 年のグループ創業以来、「マネーゲームではない資産運用としての FX・CFD」の実現を目指し、

他社とは一線を画したビジネスモデルを貫き続けています。2018 年のリブランディングに伴い、企業理

念に「アイデアとテクノロジーで NIPPON の資産運用の未来を創る」というビジョンを掲げ、自社の存

在意義を再確認。トラリピ®をはじめとする独自機能、独創的なアイデアでお客様の資産運用の可能性を

拡大し、豊かな社会づくりに貢献していきます。 

トラリピ®が使えるのはマネースクエアグループだけです。 

 

U R L：https://www.m2hd.co.jp/ 
会 社 名：株式会社マネースクエアＨＤ（MONEY SQUARE HOLDINGS,  INC.） 
本 社：東京都港区赤坂９丁目７番１号 ミッドタウン・タワー40F 
代 表 者：代表取締役社長 藤井 靖之 
設 立：2016 年 8 月 12 日（創業：2002 年 10 月 10 日） 

 


